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監査の結果について 

 

 

 地方自治法第 199 条第７項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規

定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。 
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監査結果報告書 

 

１．監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法第 199条第７項） 

 

２．監査の対象部課等 

（１）対象補助金 

    町観光協会事業補助金 

 （２）対象団体等 

補助金交付団体：公益社団法人大磯町観光協会 

所管部課：産業環境部産業観光課（補助金所管課） 

 

３．監査の範囲及び事務 

令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月 31日）に執行された補助金

交付団体の補助金に係る出納、その他の事務の執行及び所管部課の補助金に係

る事務 

 

４．監査の実施期間 

令和４年８月 29日から令和４年 10月 19日まで 

 

５．監査の方法及び監査項目 

   令和４年度大磯町監査基本計画に基づき、財政援助をしている団体の出納、

その他の事務の執行が、財政援助の目的に沿って適正かつ効率的に行われてい

るか等に着眼し、補助金交付団体及び所管課から監査説明書、関係書類の提出

を求めるとともに、関係職員からの説明聴取により監査を実施した。 

 

６．補助金交付団体の概要 

   昭和 26年に設立された大磯町観光協会は、社団法人設立を経て、平成 25 

年８月に公益社団法人大磯町観光協会となり現在に至っている。同協会では、大

磯町の観光宣伝、観光客誘致、その他観光に関する様々な事業を展開し、観光事

業の健全な発展を通じて町の地域経済の振興や文化の発展に寄与している。 

 

７．補助金の執行状況 

 大磯町観光協会補助金交付要綱（平成 21 年２月 23 日大磯町告示第 10 号）に

基づき交付している本補助金は、同要綱第２条に掲げる協会が行う観光宣伝及び

観光客の誘致、観光情報の収集及び提供、観光に関する調査研究、観光事業の開

催及び支援、観光案内所・観光施設等の管理運営、特産物等の開発・紹介及び販

売、観光資源の保全及び整備等で実施する多種多様な事業にかかる賃金、需用費

等の経費に充てられている。 

  

 



８．監査結果 

公益社団法人大磯町観光協会の補助金に係る出納、その他の事務の執行及び所

管課における補助金交付に関する事務について監査した結果、おおむね適正に処

理されているものと認められた。なお、補助金交付団体である公益社団法人大磯

町観光協会及び所管課に対して、次の点について要望する。 

   

 （要望事項） 

 【補助交付団体関係】 

・町からの補助金について、その効果の検証に常に努めながら、今後も有効

に活用されたい。 

 

 【所管課関係】 

・今後も、公益社団法人大磯町観光協会への計画的な支援を行い、実行性の

ある補助金の交付に努められたい。 

 


